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普通名称の商標審査基準について（案） 

 

平成２７年１１月 

 

第３条第１項第１号（商品又は役務の普通名称） 
  

  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章の

みからなる商標 
  

 

１．現行商標審査基準の概要 

「普通名称」を取引界においてその商品又は役務の一般的な名称であると認

識されるに至ったものと定義し、その具体的な事例を記載するとともに、「普

通に用いられる方法で表示する標章」に該当する基準について記載している。 

 

２．商標審査基準改訂の方向性 

（１）本号に該当する普通名称（略称及び俗称を含む）の事例について、現状

に合わせて新たな事例に差し替えを行うべきではないか。 

（２）「普通に用いられる方法で表示する標章」に該当するか否かについて、よ

り具体的な判断基準を示すことはできないか。 

（３）５．及び６．に記載されている新しいタイプの商標に関する記載は、第

３条第１項第２号、同第３号、同第４号、同第６号に同様の記載があるた

め、まとめて第３条第１項全体の欄に記載してはどうか。 

 

３．商標審査基準改訂イメージ 

（１）「商品又は役務の普通名称」について 

(ｲ)「商品又は役務の普通名称」とは、取引者において、その商品又は役務の

一般的な名称（略称及び俗称等を含む）であると認識されるに至っているも

のをいう。 

（例）「商品又は役務の普通名称」と認められる例 

   「さんぴん茶」  商品「さんぴん茶」 

   「ういろう」   商品「ういろう」 

   「サニーレタス」 商品「サニーレタス」  

   「スマートフォン」商品「個人用の携帯コンピュータの機能を併せ持

った携帯電話機」  

 

（例）「商品又は役務の普通名称の略称」と認められる例 

   「スマホ」    商品「個人用の携帯コンピュータの機能を併せ持 

  った携帯電話機」 
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「アルミ」    商品「アルミニウム」 

「パソコン」   商品「パーソナルコンピュータ」 

「損保」     役務「損害保険の引受け」 

「空輸」     役務「航空機による輸送」 

 

（例）「商品又は役務の普通名称の俗称」と認められる例 

    「波の花」    商品「塩」 

    

 

（２）「普通に用いられる方法で表示する標章」について 

(ｲ)商品又は役務の取引の実情を十分に考慮し、その標章の表示の態様（書体

や全体の構成等）が、取引者において普通に使用する範囲にとどまらない特

殊なものである場合には、本号における「普通に用いられる方法で表示する

標章」には該当しない。 

 

（例）「普通に用いられる方法で表示する標章」と認められる例 

・商品又は役務の普通名称を単にローマ字又は仮名文字で表示するもの 

・既存のフォントで表示するもの及び文字にレタリングを施して表示するも

の 

 
（例）「普通に用いられる方法で表示する標章」と認められない例 

・取引者において一般的に使用されていない漢字（当て字）で表示するもの 

・取引者において普通に使用する範囲にとどまらない特殊な態様で表示する

もの 

 

（３）「のみからなる」について 

(ｲ)普通に用いられる方法で表示された普通名称に、他の文字や図形等と結合

している場合には、本号に該当しない。 

 

４．参考 

（１）立法趣旨（工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 19 版〕1276 頁） 

「一号は商品又は役務の普通名称である。例えば、商品「時計」について「時

計」、役務「航空機による輸送」について「空輸」等がこれに該当する。なお、

普通名称とは、取引界においてその名称が特定の業務を営む者から流出した商

品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、その商

品又は役務の一般的な名称であると意識されるに至っているものをいうのであ

る。しかし、一般の消費者等が特定の名称をその商品又は役務の一般的名称で

あると意識しても普通名称ではない。問題は特定の業界内の意識の問題であり、
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それ故に、例えばある商標が極めて有名となって、それが一般人の意識ではそ

の商品の普通の名称だと意識され、通常の小売段階での商品購入にその商品の

一般的名称として使われても、それだけではその商標は普通名称化したとはい

えないのである。つまり、取引界において特定の業務に係る商品又は役務であ

ることが意識されないようになった名称をその商品又は役務について使っても

出所表示機能あるいは自他商品又は自他役務の識別力がないことは明らかであ

るから、これを不登録理由として掲げたのである。ただし、普通名称であって

も極めて特殊な態様で表示すれば自他商品又は自他役務を区別することができ

るから、その場合には本号の適用はない。また、普通名称を表示する標章を含

んでいる標章でもその商標全体として自他商品・自他役務の識別力があれば本

号の適用は免れる。全体としてみても識別力がない場合は六号で商標登録を受

けられなくなるだろう。」 

 

（２）裁判例・審決例 

(ｲ)知財高裁平成１７年７月６日平成１７年(行ケ)第１０２５２号 

「以上のとおり，「ＰＥＥＫ」は，本件商標の登録査定時（平成１０年１０ 

月２日）において，プラスチック業界で合成樹脂のひとつである「ポリエーテ

ルエーテルケトン」（polyether ether ketone）の普通名称の略称を表すものと

して取引者・需要者の間に広く認識され，かつ，使用されていたものであるか

ら，「ＰＥＥＫ」の欧文字を横書きして成る本件商標は，その指定商品である原

料プラスチックの１種類の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章の

みから成るものというべきであって，本件商標が商標法３条１項１号に違反し

て登録されたものであるとした審決の認定判断に誤りはなく，取消事由１は理

由がない。」 

 

 (ﾛ)審判 平成２５年８月２９日（無効２０１３－８９０００３） 

「商標法上の普通名称とは、「取引界においてその名称がその商品又は役務の一

般的な名称であると意識されるに至っているもの」と解すべきところであるか

ら、「普通名称」は、取引界においてその商品の一般的な名称と認められている

ことが必要であり、また、その判断にあっては、辞書、事典その他の刊行物で

普通名称であるかのように使用されているだけでは足りず、商品自体の名称と

して普及して使用された事実が認められることが必要である。」 

 


